
 

支 援 の ポ イ ン ト 
 

① 障害者雇用に関する優良な取り組みを行う中小事業主（愛称「もにす」）の認定企業の支

援拡充について（令和６年４月から実施） 

〇もにす認定企業等を対象として、厚生労働省による助成金「障害者雇用相談援助助 

成金」を創設 

   ・もにす認定企業等が、中小企業等に対して、障害者の雇用管理等に関する相談援助

を実施した場合に助成金が支給されます。 

〇栃木県制度融資（重点政策推進融資）の融資対象者に、もにす認定企業を追加 

・中小企業等が障害者雇用を促進するための資金を借り入れる際、金利の優遇措置が 

受けられます。 

 

② 障害者雇用促進に関して、県内経済団体（商工会議所等）を訪問し、県及び労働局・ハロ

ーワーク連名により要請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
報道関係者 各位  

 

～～栃木労働局と、栃木県が連携して 

障害者雇用にかかる支援を強化します～～ 

令和６年４月からの障害者の法定雇用率引上げに伴い、企業の障害者雇用が円

滑に推進されるよう、栃木労働局と栃木県が連携して支援を強化します。 

・令和６年４月 法定雇用率 2.3％から 2.5％への引き上げ 

・令和７年４月 除外率設定業種 10 ポイント引き下げ 

・令和８年７月 法定雇用率 2.5％から 2.7％への引き上げ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※1 栃木労働局・栃木県は、雇用対策協定を結び共同で障害者雇用対策に取り組んでいます。 
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